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○港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱 

平成２３年３月３日 

２２港子子第２４３４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区立の児童館等（次条第１項各号に掲げる施設等をいう。以下「児童

館等」という。）において心身に障害を有する児童（以下「児童」という。）の受入れを

行う事業（以下「事業」という。）を実施することにより、児童の健やかな発達を促進し、

もって児童福祉の向上を増進することを目的とする。 

（事業の実施） 

第２条 事業は、原則として、次に掲げる施設等において実施する。 

（１） 港区立児童館条例（昭和４１年港区条例第１２号）第１条の表に規定する港区立

児童館 

（２） 港区立子ども中高生プラザ条例（平成１４年港区条例第５０号）第２条の表に規

定する港区立子ども中高生プラザ 

（３） 港区立児童高齢者交流プラザ条例（平成１８年港区条例第２８号）第２条の表に

規定する港区立児童高齢者交流プラザ 

（４） 港区学童クラブ条例（平成３０年１０月５日港区条例第３４条）第２条の別表に

規定する学童クラブ 

（５） 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱（平成１９年３月１日１８港子子第１０８９

１号）第３条に規定する飯倉学童クラブ等事業の実施場所 

（６） 港区放課GO→クラブ実施要綱（平成２２年４月１日２２港子子第５８条）第３

条の別表に規定する実施場所 

２ 事業の実施に当たっては、児童の障害の態様及び児童館等の状況等に配慮するものとす

る。 

（対象児童） 

第３条 事業の対象となる児童は、心身に障害を有することにより、特別の配慮を要する者

で、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１） 第２条第１項第１号から第３号まで 区内に在住し、又は区内の小学校、中学校

若しくは高等学校（私立学校及び特別支援学校を含む。）に在籍する小学校１年生から

１８歳未満までの児童 

（２） 第２条第１項第４号及び第５号 区内に在住し、又は区内の小学校に在籍する小
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学校１年生から６年生までの児童 

（３） 第２条第１項第６号 実施校に在籍し、又は実施校の学区域内に居住する小学校

１年生から６年生までの児童 

（児童の処遇） 

第４条 児童の処遇については、港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱（平

成２３年３月３日２２港子子第２４３５号）に規定する港区児童館等における障害児に関

する協議会（以下「協議会」という。）において協議を行うものとする。 

（職員配置） 

第５条 事業を実施する児童館等については、児童の態様、当該児童館等の実態等を勘案し、

協議会において協議した上で、必要な人員体制の整備を行うものとする。 

（施設及び設備の整備） 

第６条 区長は、事業を適切に実施するため、必要な施設及び設備の整備に努めるものとす

る。 

（巡回指導） 

第７条 区長は、児童に対する処遇の向上を図るため、必要に応じて、医師等による巡回指

導を行うものとする。 

（研修） 

第８条 区長は、児童の適切な処遇等を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものと

する。 

（関係機関との連携） 

第９条 区長は、児童の健やかな育成を図るため、関係機関との連携に努めるものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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付 則 

この要綱は、令和６年１月１日から施行し、令和６年度の利用調整から適用する。ただし、

令和５年度の利用については従前の例による。 

 


